
緊急事態宣言
1

北海道 における



過去最多の感染者

５

2

5/13 ７１２人



当たり前に受けていた医療

交通事故での怪我や
救命救急等が受けられず

救える命が救えなくなる

５
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医療非常事態宣言

北海道

令和３年５月１５日
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変異株のまん延

９０％以上が変異株

５全国的にほぼ例外なく

5（国立感染症研究所資料をもとに北海道作成）



従来株から性質が
変化した可能性

５

変異株

国立感染症研究所提供
6



変異株の脅威

診察時に肺炎以上を
有するリスクが1.4倍

５

（国立感染症研究所資料をもとに北海道作成）

従来株より感染しやすいほか、
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・発熱、咳
・翌日、宿泊療養施設へ

・２日後、救急搬送、
肺炎で呼吸苦、酸素吸入

５

感染者の体験
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行動歴

9

ＧＷ期間中

感染
事例

・札幌市内で飲食した若者２人
の感染を確認
・１家族と友人複数に感染
・その友人家族にも感染拡大

ＧＷ期間中



・発症から６０日経過後も
嗅覚障害（19.4%） 呼吸困難（17.5%）

倦怠感（15.9%） など

・２４％に脱毛が見られた

５

退院や療養後も

10（厚生労働省「新型コロナウイルス感染症 診療の手引き」を基に北海道作成）



当たり前に受けていた医療

交通事故での怪我や
救命救急等が受けられず

救える命が救えなくなる

５
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医療崩壊を防ぎ、

大切な方やご自身を守る

入院中の容態悪化

最大の対策
12



人と人との

に

13

接触

徹底的 抑える



全道で徹底する
５

感染しても、すぐには

入院できない
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札幌市内

における北海道

緊急事態宣言 ５

５/１６ ～３１日 月
15



16

※通院や買物、出勤、運動など、生活や健康の維持のため必要なも
のを除き、外出を控えてください

できる限り

控える外出

※必要な外出や移動でも、混雑する場所や時間を避けてください

を



17

控える外出 を

週末の特に



18

午後８時

外出 しても

まで



勤務の抑制

勤務時間

午後８時まで

事業継続に必要な場合を除き

19



午前11時から午後７時まで

飲食店等の時短
酒類提供

営業時間
午前５時から午後８時まで

※札幌市をはじめ石狩管内、小樽市、旭川市は別に特定の対策 20

16日
から

※ご協力いただいた事業者の皆様には支援金を支給（国の基準を基に調整中）
中小企業：1日あたり売上高に応じて ２．５万円～７．５万円 大企業：1日あたり売上高の減少額に応じて 最大２０万円



緊急事態
措置（９）

全国４７都道府県で
県外への移動自粛要請

埼玉県
千葉県
神奈川県
岐阜県

東京都
愛知県
京都府
大阪府
兵庫県
福岡県

まん延防止等重点措置
（１０）

三重県
愛媛県
沖縄県

21

県外（緊急事態宣言

の対象地域等）への
移動自粛要請

（２８）

北海道
岡山県
広島県

群馬県
石川県
熊本県

（5/16～）

（5/16～）

（～5/15
まん延防止等
重点措置）



全国で感染が急拡大

移動・往来が減らなければ
減少に転じさせるのは困難

５
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23

において全道域

往来 厳に控えるは

緊急事態措置区域 との

移動の 、都道府県間

できる限り



本道の広域性

地域限定の対策
５

感染しても、すぐには

入院できない
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緊急事態措置

県外への移動自粛要請

まん延防止等
重点措置

25

北海道

岡山県
広島県

都道府県の面積比較

96,544㎡

（北海道除く18都府県）

83,424㎡



札幌市への通勤・通学
など往来が活発

５

感染しても、すぐには

入院できない
石狩管内・小樽市
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本道第２の都市
道北の社会経済の中心

旭川市
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感染者数等の割合

住基人口
（H31/1/1）

感染者数
（5/14 ７日間合計）

札幌市
石狩管内
小樽市
旭川市

札幌市
石狩管内
小樽市
旭川市

53%
２８３万人

47%
２４７万人

その他
道内市町村

81%

その他
道内市町村19%

２９０６人

６６７人
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５

特定措置区域
29

石狩管内

・小樽市・旭川市

（札幌市・江別市・千歳市・恵庭市・
北広島市・石狩市・当別町・新篠津村）



酒類・カラオケ提供の店舗等

※ご協力いただいた事業者の皆様には支援金を支給（国の基準を基に調整中）

飲食店等への要請

30

これ以外の飲食店の営業は

午前５時から午後８時まで

休業とする
16日
から

中小企業：1日あたり売上高に応じて ４万円～１０万円 大企業：1日あたり売上高の減少額に応じて 最大２０万円



31

人数上限５０００人
かつ 収容率５０％

イベントの開催制限

営業時間は、午後９時まで
※感染予防が徹底できない場合は無観客も検討

（無観客で開催される催物を除く）

※できる限り、酒類提供を行わない、利用者にも持ち込ませない

16日
から



32

飲食店等以外（休業・時短要請）

新規の協力依頼

平日は、営業時間を
午後８時まで

1000㎡超の

※できる限り、酒類提供を行わない、利用者にも持ち込ませない

土日祝日は、休業 とする休業

ショッピングセンター・百貨店、
スポーツクラブ、スーパー銭湯 など

16日
から

※ご協力いただいた事業者の皆様には支援金を支給（国の基準を基に調整中）
大規模施設 20万円×面積／1,000㎡×営業時短割合 テナント 2万円×面積／100㎡×営業時短割合



33

人数上限５０００人
かつ 収容率５０％
営業時間は、午後８時まで
（イベント開催の場合や映画館は午後９時まで）

※できる限り、酒類提供を行わない、利用者にも持ち込ませない

飲食店等以外（イベントに準じた施設）

映画館、展示施設、ホテル、
運動施設、遊園地 など

1000㎡超の

16日
から

※ご協力いただいた事業者の皆様には支援金を支給（国の基準を基に調整中）
大規模施設 20万円×面積／1,000㎡×営業時短割合 テナント 2万円×面積／100㎡×営業時短割合



大学等で原則オンライン授業
34

（学校が必要と判断する場合を除く）

部活動は原則休止

学校への要請

行事は中止、延期、縮小
（運動会、体育祭、修学旅行等）

高校では分散登校、オンライン
などハイブリッドな学習を実施

16日
から



35

道立・市町村立施設

原則、休館

16日
から



支援金等の概要

36

※国の基準額
特定措置区域 措置区域

お酒あり
カラオケあり

休業

営業時短
（５時～２０時）

酒類提供時短
（１１時～１９時）

お酒なし
カラオケなし

営業時短
（５時～２０時）

営業時短
（５時～２０時）

支援金

中小企業・個人事業者

4～10万円

大企業 上限 20万円

中小企業・個人事業者

2.5～7.5万円

大企業 上限 20万円

飲食店等



支援金等の概要

※国の基準額
特定措置区域 措置区域

飲食店等
以外の施設
（1,000㎡超）

【平日】営業時短
（５時～２０時）

【土日】休業
酒類提供自粛（協力依頼）

営業時短
（協力依頼）

支援金

施設：２０万円×
面積/1,000㎡×時短割合※

※1,000㎡ごと
－

テナント：２万円×
面積/100㎡×時短割合※

※100㎡ごと

飲食店等
以外の施設

※時短割合：営業時間に占める時短の時間の割合 37



支援金等のコールセンター

札幌市内の飲食店等の皆様

38

※受付時間 ８：４５～17:15、5月中は土日も対応

011-330-8396

札幌市外の飲食店・
道内のその他施設の皆様

※受付時間 ８：４５～17:30、5月中は土日も対応

011-330-8399



５/１６ ～３１日 月

札幌市内

における北海道

緊急事態宣言 ５
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